
 かんぽ生命保険の千田でございます。本日は、かんぽ生命の中間決算・経営
方針説明会にご参加いただき、ありがとうございます。

 本日は、2022年3月期中間決算の概要、そして今年度から開始いたしました、
中期経営計画の進捗状況と今後の取組みについてご説明させていただきます。

 その後、みなさまからのご質問を頂戴したいと思います。

 それでは、3ページをご覧ください。
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 まず、今年度上期の取組みについてご説明いたします。

 当社は、2019年度以降、募集品質に係る諸問題につきまして、全社を挙げて
取り組んでまいりました。

 2021年4月からは、お客さまのニーズに応じた金融商品の情報提供やご提案
をすべてのお客さまに対し実施することで、営業活動を通じたお客さまとの
信頼関係の構築を進めていく新たな営業スタンスへ移行しております。

 今後も、お客さま本位の業務運営を徹底し、信頼回復に向けた取組みを継続
してまいります。

 また、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、当社は生命保険会社とし
ての使命・役割を果たすため、適切な事業運営を継続し、お客さまを支える
取組みを実施してまいりました。

 そして、6月には、郵政民営化法上の上乗せ規制が緩和され、お客さまニー
ズに応じた商品・サービスをさらにご提供しやすい環境となりました。

 中期経営計画における取組みを着実に進めることにより、お客さまから真に
信頼される企業へと再生し、お客さま体験価値を最優先とするビジネスモデ
ルへ転換することで、「かんぽらしさ」を発揮していきたいと考えておりま
す。

 4ページをご覧ください。
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 2022年3月期中間決算について、主要な項目をご説明いたします。

 保有契約の減少等に伴う基礎利益の減少および危険準備金の超過繰入等に伴
う臨時損益の減少により、中間純利益は805億円となりました。

 EVについては、2021年5月に実施した自己株式の取得に伴う純資産の減少等
により、前年度末比5.8%減少し3兆7,914億円となりました。

 また、新契約価値は、新契約獲得にはその多寡によらない一定の事業費等が
必要となるところ、現状ではそれをプラスに転換させるだけの新契約を獲得
できておらず、結果、マイナス52億円となりました。

 今年度の1株当たり配当金については、90円を予定しております。

 なお、昨年度は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を慎重に見極める必
要があったことから、期末配当のみとしておりましたが、今年度は中間配当、
期末配当の年2回の剰余金の配当を行い、45円の中間配当を行うことといた
しました。

 5ページをご覧ください。
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 EV・ESRの推移をお示ししております。
 EVについては、先ほどご説明いたしましたとおりです。

 2021年9月末のESRは、分子である資本量の減少により、前年度末の205%か
ら10ポイント減少し、195%となりました。

 今年度上半期のESRの動きを振り返りますと、2021年5月17日に実施した自
己株式の取得によって生じたEVの減少が、ESR低下要因の大宗を占めており
ます。

 EVおよびESRは、経営上重要視しており、中期経営計画を着実に実行するこ
とで、EVの中長期的な成長、ESRの安定的な確保を目指してまいります。

 6ページをご覧ください。
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 2022年3月期中間決算は、資産運用収益が想定を上回ったことおよび事業費が
想定を下回ったこと等により、連結業績予想に対して堅調に推移しておりま
す。

 しかしながら、現時点で連結業績予想に対して大きな乖離を見込んでいない
ため、連結業績予想の修正は現時点では行わないことといたしました。

 今後、業績予想の修正が必要になった場合には、速やかにお知らせいたしま
す。

 7ページをご覧ください。
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 当社は、新型コロナウイルス感染症の影響が続く状況において、入院保険金
の非常取扱いや保険金の倍額支払、保険金請求時の必要書類の一部省略など、
お客さまを支える取組みを引き続き実施しております。

 新型コロナウイルス感染症に対する保険金の支払状況については、今年度上
期に死亡保険金と入院保険金の合計で約89億円をお支払いしておりますが、
当社全体の保険金支払に占める割合は約0.3%であり、影響は極めて僅少であ
ると認識しております。

 9ページをご覧ください。
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 ここからは、中期経営計画の進捗状況と今後の取組みについてご説明いたし
ます。

 今年度上期は信頼回復に向けた取組みを継続し、ご契約内容確認活動を通じ
たお客さまへのアフターフォローを着実に実行してまいりました。

 しかしながら、2021年4月より新たな営業スタンスへ移行し、お客さまへの積
極的なご提案を再開したものの、アフターフォローの活動がお客さまへの具
体的なご提案に結び付いておらず、新契約は緩やかな回復にとどまり、募集
品質問題発生前の1割程度となっております。

 一方、来年4月に予定しております新しいかんぽ営業体制、新商品投入の準備
などの取組みは着実に進捗しております。

 これらの取組みを着実に進めるとともに、のちほどご説明いたします今年度
下期の営業活動に取り組むことで、新契約の早期回復を目指してまいります。

 10ページをご覧ください。
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 新契約と保有契約の推移をお示ししております。

 先ほどご説明いたしましたとおり、今年度上期の新契約は、募集品質問題発
生前の1割程度の水準にとどまっており、その結果、保有契約についても減少
傾向が続いております。

 中計に掲げる保有契約目標の達成に向けた取組みについて、次ページ以降で
ご説明いたします。

 11ページをご覧ください。
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 2021年度からの営業活動についてご説明いたします。

 今年度上期はご契約内容確認活動を通じたお客さまへのアフターフォローを
着実に実行し、約250万人のお客さまとの接点を創出することができましたが、
アフターフォローの活動がお客さまへの具体的なご提案には結び付いており
ませんでした。

 こうした状況を踏まえ、満期を迎えられ、そのままでは保障が途切れてしま
うお客さま、ご契約内容確認活動を通じて接点をもつお客さまへのご対応を
徹底するとともに、お客さまのニーズを把握し、ご提案へ結び付けるために
ツール等を用いた積極的な声掛けを実施いたします。

 加えて、活動におけるアプローチから申込までの移行状況をプロセスごとに
見える化し、郵便局への課題解決を支援するなど、日本郵便とも連携しなが
ら活動プロセスを重視したマネジメントの徹底を図り、ご提案活動の活性化
に向けて着実に取り組んでまいります。

 また、 2022年4月からの新しいかんぽ営業体制の構築に向けた準備は順調に
進んでおります。

 2021年10月以降、コンサルタントは生命保険の取扱いに専念しており、さら
に2022年1月からは段階的にコンサルタントの活動拠点を集約することで、来
年度からの営業体制へスムーズに移行できると考えております。

 この新しい営業体制への移行に合わせ、新商品の開発も進めることで、営業
活動全体の活性化を図ってまいります。

 12ページをご覧ください。



 新しいかんぽ営業体制についてご説明いたします。

 2022年4月からは、日本郵便のコンサルタントが当社かんぽサービス部に所属
し、かんぽ生命の社員として活動することにより、かんぽ生命が直接マネジ
メントする販売チャネルが拡大いたします。

 当社が直接マネジメントを行うことで、きめ細やかな育成・指導によりコン
サルタントの専門性を向上させる一方、郵便局窓口では幅広い金融商品を提
供することにより、グループ一体での総合的なコンサルティングサービスの
提供を目指します。

 さらに、お客さま担当制を導入することで、お客さま一人ひとりに対する責
任を持った丁寧な対応を実現し、お客さまのニーズに最適な商品・サービス
の提供につなげることを目指してまいります。

 13ページをご覧ください。
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 ここからは商品戦略についてご説明いたします。

 中期経営計画では人生100年時代におけるあらゆる世代のお客さまの幅広い保
障ニーズにお応えする商品・サービスの開発に取り組み、既存のお客さまや
ご契約を次の世代へとつなぐことで持続的な成長を目指します。

 また、商品・サービスの充実を図るとともに、新しいかんぽ営業体制でのお
客さま担当制の導入やDXの活用により、お客さまとの日常的な接点を強化し、
商品開発へ生かしてまいりたいと考えております。

 14ページをご覧ください。
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 2022年4月に予定しております医療特約の改定内容をお示ししております。

 改定後の医療特約では、基本契約の保険金額よりも高い特約保険金額の設定
を可能とすることで、従来よりも低廉な保険料で充実した医療保障を提供い
たします。

 併せて、入院された際にお支払いする入院一時金を増額し、複数回お支払い
することで、入院・手術の際の経済的負担に対するご不安の解消というお客
さまニーズに応え、短期入院でも長期入院でも手厚い保障が受けられるよう
にいたします。

 今回の改定により、青壮年層のお客さまを中心とした保障ニーズに幅広く応
えることができると考えております。

 15ページをご覧ください。
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 左のグラフのとおり、今年度上期における新契約は緩やかな増加にとどまっ
ており、保有契約についても減少傾向が続いておりますが、医療特約の改定
および新しいかんぽ営業体制への移行等により、契約量を回復させることで、
中計に掲げた保有契約件数目標の達成を目指してまいります。

 また、右の図にお示ししたとおり、医療特約の改定には、契約量の回復に加
えて新契約年換算保険料に占める第三分野保険料の占率を増加させる効果も
ございますので、これらを通じて新契約価値の増大を目指してまいります。

 今回の医療特約の改定は、上乗せ規制が緩和され、届出制へ移行してから最
初に発売する商品となります。

 基本契約に医療特約を付加するスタイルは従来から変わりませんが、特約の
比重を高めて医療保障を厚くした商品をご提供することは、お客さまのニー
ズに応えるだけでなく、当社にとっても収益性を向上させる効果があること
から、当社の再生の第一歩となる重要な商品と位置付けております。

 今後も、人生100年時代における、あらゆる世代のお客さまの保障ニーズにお
応えする新たな商品・サービスを継続してご提供していきたいと考えており
ます。

 16ページをご覧ください。
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 次に、CXおよびDXの取組みについてご説明いたします。
 中期経営計画では、DXを推進し、お客さま体験価値（CX）を最優先とするビ
ジネスモデルへと転換することを目指してまいります。

 具体的には、契約のご提案時に遠隔地にお住いのご家族にもオンラインで同
席していただく仕組みや、カスタマーサービスセンタースタッフのサポート
により手続きがその場で完結する仕組み、お客さまに対応する全ての社員が
同じ情報を元にチーム一体でお客さまサポートを行うことを可能にするデー
タベースの構築、電話・TV会議・メール・SNSといった対面以外でのアフ
ターフォローの充実などの施策を順次導入してまいります。

 DXを推進し、日本郵政グループの強みである「リアル」と新しいデジタル技
術を融合させて、お客さまに感動していただけるサービスを提供し、CXを向
上させることで、持続的な成長につなげていきたいと考えております。

 17ページをご覧ください。
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 事業運営の効率化についてご説明いたします。

 当社の必要経費は近年減少傾向で推移しておりますが、中期経営計画では、
さらに2025年度に2021年度対比280億円の削減を目指してまいります。

 具体的には、DX推進による約2,300名相当の業務量削減やお客さまサポート
領域への要員シフトにより人件費を効率化すると共に、システム開発・保守
の生産性向上や事務効率化、働き方改革に取り組むことで物件費を効率化し、
経費削減を推し進めてまいります。

 18ページをご覧ください。
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 ここからは資産運用についてご説明いたします。

 左の表は、収益追求資産の残高および総資産に占める割合をお示ししており
ます。

 当社は、ALMを基本としつつ、リスク許容度の範囲で収益追求資産への投資
を拡大しております。2021年9月末の株式・外国債券などの収益追求資産の残
高は約11.3兆円、総資産比で16.7％となりました。

 その結果、2022年3月期中間決算では、1.89%の利子利回りを達成し、586億
円の順ざやを確保いたしました。

 19ページをご覧ください。
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 今後の資産運用については、2025年に予定されている経済価値ベースの新資
本規制導入の動きに適切に対処しつつ、オルタナティブなどの投資領域毎と
ポートフォリオ構築の両面から深化・高度化してまいります。

 具体的には、リスク対比のリターンを追求するため、リスク許容度の範囲内
で段階的に投資を拡大し、総資産に占める収益追求資産の割合を、中計期間
中に18％～20%程度まで高める見込みです。

 収益追求資産については、市場環境を注視し、慎重にリスクテイクを行う方
針でございますが、このうち、オルタナティブについては、戦略分散・地域
分散を図りながら、残高の積み上げを実施し、中計期間中に倍増を見込んで
おります。

 20ページをご覧ください。

19



 ESG投資についてご説明いたします。
 当社は、2021年4月より、全運用資産を対象としてESGの諸要素を考慮する
とともに、「Well-being向上」、「地域と社会の発展」、気候変動対応を含む
「環境保護への貢献」を重点取組みテーマとした投融資を行っております。

 具体的には、投資先の再生可能エネルギー発電施設による総発電出力を2021
年3月末の60.7万KWから中期経営計画中に150万KWへと約2.5倍拡大すること
を目指し、投融資を推進しております。

 投資先の低炭素社会実現に向けたトランジションに資する事業活動を積極的
に評価し、資金面でのサポートを行うことで、社会のカーボンニュートラル
の達成を後押ししてまいります。

 21ページをご覧ください。
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 ESG経営の推進についてご説明いたします。
 2021年4月に経営会議の諮問委員会としてサステナビリティ委員会を設置する
とともにサステナビリティ推進室を設置し、ESG経営を推進する態勢を整備
いたしました。

 また、サステナビリティ委員会で協議を行い、役員を責任者に据えた計画の
策定、計画全体を部門横断的に統括するプロジェクトマネジメント機能の設
置など、サステナビリティの推進態勢を強化するとともに、各種研修等によ
り、サステナビリティの社内への浸透を図っております。

 優先的に取り組む社会課題（マテリアリティ）への取り組みとして、上期は
TCFD提言に沿った気候変動への対応、ラジオ体操の健康効果の検証に向けた
共同研究の開始などを行いました。引き続き、当社の持続的な成長とSDGsの
実現に向けて、マテリアリティに取り組んでまいります。

 22ページをご覧ください。
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 ERM・資本政策についてご説明いたします。
 当社は、2025年の新資本規制導入を見据え、ERMの計測手法の精緻化を進め
つつ、ESRの中長期的な安定に向けて、資本・リスクの両面で対応してまい
ります。

 資本量については、EVが約9割、劣後債が約1割を占めております。
 安定的な利益創出によるEV成長を目指すとともに、負債性資本の組入れによ
り、健全性と資本コストの最適化を目指してまいります。

 リスク量については、保険リスクと市場関連リスクの割合が概ね半々となっ
ております。

 保障性商品中心の商品ポートフォリオにシフトすることで保険リスクを取っ
ていくとともに、市場関連リスクについては、新資本規制導入を見据えて金
利リスクを削減しつつ、一方でその他のリスクをリスク対比リターンを踏ま
えて取っていくことで、収益追求資産の割合を高め、安定的な利益を創出し
てまいります。

 なお、ESRの計測手法の精緻化については、2022年3月末計測値から段階的に
実施してまいります。あわせて、経済価値ベースの経営管理、資本管理に段
階的に移行し、2025年の新資本規制導入時までの完全移行を目指してまいり
ます。

 23ページをご覧ください。
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 株主還元方針についてご説明いたします。

 当社は、今後の利益見通し、財務の健全性を考慮しつつ、1株当たり配当につ
いて、新中計期間においては原則として減配は行わず、増配を目指してまい
ります。

 2022年3月期の1株当たり配当については、普通配当を1株当たり90円とする
予定です。

 本年5月の自己株式取得等に伴い、当社の発行済株式数の減少を通じて配当金
の総額が減少する見込みであり、今後、これを増やしていく余力がございま
す。

 この余力を原資として、当社の配当方針に加えて、新契約量の回復状況や収
益性の改善状況を考慮の上、1株当たり配当の増加のペースを見極めてまいり
ます。

 24ページをご覧ください。
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 最後になりますが、中期経営計画の「再生」と「成長」を柱とする取組みを
確実に実行し、安定的な利益創出による企業価値の向上を実現することで、
株主の皆さまへの安定的な利益還元を目指していきたいと考えております。

 以上で私からの説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。
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